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必要に応じて報告

いじめ発生

いじめの疑いをもった教員

学級担任・学部主事

生徒指導主事

管理職

いじめ防止対策委員会　招集（１次）

（担任、関係する職員も集まる）

指導方針決定

報告・共通理解

（いじめの認知）

調査方針の決定

役割分担・調査チームの編成

調査（学部や関係する職員を中心とする）

該当児童生徒への聞き取り

いじめを受けた疑いのある児童生徒への聞き取り・状況把握・安全の確保

いじめを行った疑いのある児童生徒への聞き取り・状況把握

報告・情報収集・事実関係把握

いじめ防止対策委員会　招集（２次）

いじめの認知

６
解消
経過
観察

指導体制の編成・決定

指導体制の役割に基づき

いじめ解消に向けた指導・支援・対応

解消

継続指導・経過観察（３か月）

再発防止・未然防止活動

２
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３
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確認
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方針
決定

５
対応
決定

　いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込み対応するのではなく、学部及び学校全体で対応することが
原則です。一人で抱え込み対応することは、思い込みや配慮に欠ける対応になりやすく、より児童生徒をつらい
状況に追い込み、保護者から理解を得られない場合もあります。

・行政（福祉課など）

いじめが起こった場合の組織的対応の流れ（フローチャート）
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日常の観察・アンケート・個人面談・児童生徒からの訴えなど

新潟県
教育委員会

学校だけで解決が
困難な事例

・警察

・児童相談所

・スクールカンセラー
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